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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、廃棄物処理施設の設置等に関し、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、

事前審査等の必要な事項を定め、当該施設の設置等を計画している者と地域住民等

との合意形成手続の適正化及び廃棄物の適正な処理の推進により、生活環境の保全

を図ることを目的とする。 

（平２３告示１２５・一部改正） 



（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 廃棄物処理施設 一般廃棄物の処理施設、一般廃棄物の積替保管施設、産業廃

棄物の処理施設、産業廃棄物の積替保管施設、環境大臣認定施設及び実証施設等

をいう。 

(2) 一般廃棄物の処理施設 法第８条第１項に規定する一般廃棄物処理施設及び

その他一般廃棄物の処分（再生を含む。）を業として行うための施設（廃棄物の

保管場所を含む。）をいう。 

(3) 一般廃棄物の積替保管施設 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者が、

当該一般廃棄物の積替え又は保管を行うための施設をいう。 

(4) 産業廃棄物の処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６

年政令第３００号。以下「政令」という。）第７条各号に掲げる施設その他産業

廃棄物の処分（再生を含む。）を業として行うための施設（廃棄物の保管場所を

含む。）をいう。 

(5) 産業廃棄物の積替保管施設 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者が、

当該産業廃棄物の積替え又は保管を行うための施設をいう。 

(6) 環境大臣認定施設 法第９条の１０及び第１５条の４の４並びに資源循環の促

進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年法律第４１号。次号

において「再資源化事業等高度化法」という。）第１１条、第１６条及び第２０

条に規定する環境大臣の認定に係る施設(廃棄物の保管場所を含む。）をいう。 

(7) 実証施設等 廃棄物を使用した実証試験（法第９条の１０及び第１５条の４の

４並びに再資源化事業等高度化法第１１条、第１６条及び第２０条に規定する環

境大臣の認定を受けるために行うものをいう。）又は試験研究（営利を目的とせ

ず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明の

ために行うものをいう。）を行うための施設（廃棄物の保管場所を含む。）をい

う。 

(8) 最終処分場 政令第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び政令

第７条第１４号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。 

(9) 関係地域 廃棄物処理施設の敷地境界から３００メートル以内の地域の全部



又は一部を包含する地域（自治会等を単位とする地域をいう。）をいう。 

（平２３告示１２５・平２６告示２５７・令７告示６３５・一部改正） 

（施設設置者等の責務） 

第３条 廃棄物処理施設の設置、構造若しくは規模の変更又は廃棄物処理施設におい

て処理する廃棄物の種類の追加等（以下「設置等」という。）を行おうとする者（以

下「施設設置者等」という。）は、関係法令及びこの規程を遵守しなければならな

い。 

２ 施設設置者等は、関係地域内の住民その他廃棄物処理施設の設置等に関し生活環

境保全上の利害を有する者（以下「関係地域住民等」という。）との合意形成に向

け、誠実に対応するよう努めなければならない。 

３ 施設設置者等は、廃棄物処理施設の設置等を計画する場合においては、周辺地域

の生活環境及び市における地域計画等に十分配慮するとともに、関係法令及びこの

規程が定める諸手続及び基準等について十分な事前の調査を行わなければならない。 

（平２６告示２５７・一部改正） 

（市の責務） 

第４条 市は、廃棄物の適正な処理を推進するため、施設設置者等に対し、適切な技

術的指導及び助言を行うように努めなければならない。 

２ 市は、施設設置者等と関係地域住民等との合意形成の実現に向け適切な指導及び

助言を行うとともに、両者の間で廃棄物処理に係る紛争が起こった場合には、早期

解決に向け必要な努力をするものとする。 

（平２６告示２５７・一部改正） 

（立地基準） 

第５条 廃棄物処理施設の設置等を行う場所（以下「設置場所」という。）は、原則

として、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 

(1) 学校、病院、診療所、図書館又は社会福祉施設に係る土地の敷地境界からの距

離が、１００メートル以上あること。 

(2) 自然環境の保全を図る必要のある地域等で次に掲げるところを含まないこと。 

ア 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第５条の規定により指定された国

立公園及び国定公園の区域並びに群馬県立公園条例（昭和３３年群馬県条例第

２３号）第３条の規定により設置した県立公園 



イ 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条の規定により指定され

た原生自然環境保全地域及び同法第２２条の規定により指定された自然環境保

全地域並びに群馬県自然環境保全条例（昭和４８年群馬県条例第２４号）第１

２条の規定により指定された県自然環境保全地域及び同条例第２１条の規定に

より指定された緑地環境保全地域 

ウ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８

８号）第２８条第１項の規定により設定された鳥獣保護区 

エ 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１２条第１項の規定により定めた

特別緑地保全地区 

オ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第９条第２１項の規定により指定

された風致地区 

(3) 災害防止等のために保全を図る必要のある地域等で次に掲げるところを含ま

ないこと。 

ア 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の規定により指定された保安

林の区域及び同法第４１条の規定により指定された保安施設地区 

イ 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された土地の区

域 

ウ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規定により指

定された地すべり防止区域 

エ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

第３条第１項の規定により指定された区域 

オ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１０条第１

項の規定により指定された宅地造成等工事規制区域 

カ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項各号に規定する区域 

(4) 最終処分場にあっては、次に掲げる施設等の敷地の境界からの距離が、１キロ

メートル以上あること。 

ア 他の最終処分場（市長の確認を受けて廃止したものを除く。） 

イ 第９条第１項の規定による公告が現に行われている他の最終処分場の設置場

所 

ウ 国、地方公共団体又は法第１５条の５第１項の規定により指定を受けた廃棄



物処理センターが設置を公表している最終処分場の設置場所 

(5) 最終処分場にあっては、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第２項に

規定する水道事業の水源、同条第４項に規定する水道用水供給事業の用に供する

水道の水源又は同条第６項に規定する専用水道の水源の敷地の境界からの距離が、

５００メートル以上あること。 

２ 廃棄物処理施設の設置場所の周辺に、生活環境の保全上の支障を受けやすい地域

又は既に生活環境の著しい悪化が認められる地域が存在する場合においては、施設

設置者等は、当該地域への生活環境の保全上の支障が生じないよう、廃棄物処理施

設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類に応じ、廃棄物処理施設の設置場所

の選定に十分配慮しなければならない。 

３ 施設設置者等が廃棄物処理施設の設置場所の土地の所有権を有しない場合にあっ

ては、当該土地の使用権原を取得することが確実に見込まれ、かつ、廃棄物処理施

設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類その他必要な事項について当該土地

の所有者の承諾を得ることが確実に見込まれる場所でなければならない。 

（平２３告示１２５・平２５告示１５８・平２６告示２５７・平２７告示３

６３・令５告示３６５・一部改正） 

第２章 事前協議 

（協議対象施設） 

第６条 廃棄物処理施設の設置等をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなけ

ればならない。ただし、国又は地方公共団体が廃棄物処理施設の設置等を行う場合

その他第１条の目的に照らし市長が不要と認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が指定する廃棄物処理施設の設置等をしようとす

る場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による協議（以下「事

前協議」という。）を要しないものとする。 

(1) 事前協議（この規程の施行前に、事前協議に相当する協議が行われている場合

には、当該協議を含む。次号において同じ。）を経て設置した産業廃棄物の処理

施設を一般廃棄物の処理施設として設置する場合（当該産業廃棄物の処理施設に

おいて処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を当該産業廃棄物の

処理方法と同様の処理方法で処理する場合に限る。） 

(2) 事前協議を経て設置した一般廃棄物の処理施設を産業廃棄物の処理施設とし



て設置する場合（当該一般廃棄物の処理施設において処理する一般廃棄物と同様

の性状を有する産業廃棄物を当該一般廃棄物の処理方法と同様の処理方法で処理

する場合に限る。） 

（平２３告示１２５・平２６告示２５７・令７告示６３５・一部改正） 

（事前協議書の提出） 

第７条 事前協議をしようとする者（以下「協議者」という。）は、廃棄物処理施設

設置等事前協議書（以下「事前協議書」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、

協議者が、事前協議書の提出前に当該事前協議に係る事業計画の概要を記載した書

面を市長に提出した場合であって、市長がその審査に必要がないと認めた書類又は

図面については、その添付を省略することができる。 

(1) 事業計画の概要に関する書類 

(2) 協議者の事業経歴及び過去における廃棄物処理の事業実績等 

(3) 立地環境に関する書類及び図面 

(4) 廃棄物処理施設の設置場所の位置図、公図の写し並びに周辺の土地利用現況図

及び土地利用規制図 

(5) 廃棄物処理施設の構造等を説明するための書類及び図面 

(6) 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画を説明するための書類及び図面 

(7) 処理工程図（最終処分場にあっては、跡地利用計画の概要図） 

(8) 周辺地域の生活環境の保全に関する計画を説明するための書類及び図面（最終

処分場にあっては、法第８条第２項第８号又は第１５条第２項第８号に規定する

災害防止のための計画を含む。） 

(9) 事業計画に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 

(10) 生活環境影響調査方法書（生活環境影響調査の実施計画等を記載した書類を

いう。） 

(11) 関係地域住民等との合意形成手続に関する申立書 

(12) 廃棄物処理施設の設置場所の土地の所有者が発行する事前協議書提出確認書

（協議者が当該土地の所有権を有しない場合に限る。） 

(13) 廃棄物処理施設の設置場所の土地及び第１５条第１項第２号に規定する土地



の登記事項証明書 

(14) 協議者に関する書類（法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっ

ては住民票の写し（本籍の記載のあるものに限る。）） 

(15) その他市長が必要と認める書類 

３ 協議者は、次章又は第４章に規定する手続を行っている場合であっても、前項の

規定により指示があった書類又は図面のほか、同項各号に規定する書類又は図面の

うち、市長が必要と認めて指示したものを提出しなければならない。 

（平２３告示１２５・平２６告示２５７・平２９告示１８・令３告示１６６・

一部改正） 

第３章 関係地域住民等との調整 

（現地調査） 

第８条 市長は、事前協議書が提出されたときは、廃棄物処理施設の設置等について

関係する課及び関係する機関等（以下「現地調査機関」という。）により、廃棄物

処理施設の設置場所を調査するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による調査（以下「現地調査」という。）が終了したときは、

現地調査機関から示された関係法令が定める手続、基準及び規制並びに意見等を取

りまとめ、協議者に対し提示するものとする。 

（平２６告示２５７・一部改正） 

（事前協議に係る公告及び縦覧） 

第９条 市長は、現地調査が終了したときは、次に掲げる事項を公告するとともに、

事前協議書を当該公告の日から第１６条の事前協議終了通知書又は第２０条の３第

２項の規定による事前協議の終了に係る書面が送付される日までの間、公衆の縦覧

に供するものとする。 

(1) 協議者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 廃棄物処理施設の設置場所 

(3) 廃棄物処理施設の種類 

(4) 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類 

(5) 事前協議書が提出された年月日 

(6) 縦覧の場所 

(7) 第１１条第１項の意見書の提出先及び提出期限 



(8) 前号の意見書を持参又は郵送により提出できること。 

２ 市長は、前項に規定する縦覧期間中に、事前協議書の内容に変更又は補正（軽微

なものを除く。）があったときは、その旨を公告するものとする。 

（平２６告示２５７・令７告示６３５・一部改正） 

（説明会の開催） 

第１０条 協議者は、前条第１項の規定による公告後、速やかに、関係地域内の住民

に対して、事前協議書の内容を周知するための説明会を開催しなければならない。

この場合において、協議者の責めに帰することのできない理由により説明会を開催

することができない場合は、関係地域内の住民に対する周知方法について、市長と

協議するものとする。 

２ 協議者は、前項の説明会を開催する場合は、次に掲げる事項を記載した説明会実

施計画書を市長に提出するとともに、当該説明会の開催及び前条第１項に掲げる事

項を関係地域内の住民に周知しなければならない。 

(1) 説明会を開催する関係地域内の自治会等の名称 

(2) 説明会の開催日時及び場所 

(3) 説明会で使用する資料及び配付する資料の概要 

(4) 説明会の開催を周知するための方法 

(5) 協議者側の出席予定者 

(6) 説明会の担当者及び問い合わせ先 

３ 協議者は、第１項の説明会を開催したときは、市長に対して、速やかに、実施状

況報告書を提出しなければならない。 

（平２３告示１２５・令３告示１６６・一部改正） 

（関係地域住民等の意見書の提出） 

第１１条 関係地域住民等は、第９条第１項の規定による公告があったとき、又は前

条第１項の説明会が開催されたときは、事前協議書に対する生活環境の保全上の見

地からの意見書を市長に提出することができる。 

２ 前項の意見書（以下「関係地域住民等の意見書」という。）には、次に掲げる事

項を記載するものとする。 

(1) 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 



(2) 対象事業の名称 

(3) 施設の設置等に関して生活環境の保全上の利害関係を有する事項 

(4) 生活環境の保全上の見地からの意見 

３ 関係地域住民等の意見書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期

間（当該各号に定める期間の一部が重複する場合は、その期間の末日のうちいずれ

か遅い日までの間）内に提出しなければならない。 

(1) 第９条第１項又は第２項の規定による公告があったとき 当該公告の日から

２月間 

(2) 前条第１項の説明会が開催されたとき 当該説明会の日から１月間 

（平２３告示１２５・一部改正） 

第４章 技術指導及び修正指示等 

（意見書の提示） 

第１２条 市長は、関係地域住民等の意見書が提出されている場合は、協議者に対し

て、これらの意見書の内容（市長が協議者に提示する必要がないと認めるものを除

く。）を提示するものとする。この場合において、その内容から当該意見書を提出

した者（以下「意見提出者」という。）が特定されるおそれがあり、かつ、特定さ

れることにより当該意見提出者に不利益が生ずるおそれがあると認められるときは、

市長は、当該意見提出者が特定されないように配慮しなければならない。 

（市の技術指導等） 

第１３条 市長は、必要に応じ、協議者に対して、生活環境の保全又は廃棄物の減量

若しくは再生利用等に関する技術的見地からの指導（以下「技術指導」という。）

を行うものとする。この場合において、関係地域住民等の意見書が提出されている

ときは、これらの意見書と事前協議書の内容との調整を図るよう努めるものとする。 

２ 市長は、技術指導のほか、協議者に対して、施設の設置計画等の修正、見直し等

の指示又は当該計画に関し留意すべき事項の指導（以下「修正指示等」という。）

を行うものとする。 

３ 市長は、事前協議書の内容が、関係法令及び市の諸規程等に照らして不適当であ

り、技術指導及び修正指示等によりこれを変更又は補正することができないと認め

るときは、協議者に対して、事前協議の打切りを通知するものとする。 

４ 市長は、技術指導、修正指示等又は前項の事前協議の打切りをする場合その他必



要があると認めるときは、専門的及び技術的な事項において、専門的知識を有する

者の意見を聴くことができる。 

（協議者による見解書の提出） 

第１４条 協議者は、技術指導若しくは修正指示等を受けたとき、又は関係地域住民

等の意見書の内容が提示されたときは、当該技術指導、当該修正指示等及びこれら

の意見書に対する回答を取りまとめた見解書を、市長があらかじめ提出を指示した

日から１年以内に提出しなければならない。この場合において、事前協議書の変更

又は補正が必要となるときは、見解書の提出と併せて当該事前協議書の変更又は補

正をするものとする。 

２ 市長は、見解書の内容が技術指導又は修正指示等に適合していないとき、又は前

項に規定する期限までに見解書が提出されないときは、協議者に対して、事前協議

の打切りを通知するものとする。 

（令３告示１６６・一部改正） 

（合意書の取得） 

第１５条 市長は、見解書の内容が技術指導又は修正指示等に適合していると認めら

れるときは、協議者に対し、次に掲げる者からの合意書の取得を指示するものとす

る。 

(1) 廃棄物処理施設の設置場所の土地所有者の全員 

(2) 廃棄物処理施設の敷地境界から２０メートル以内に存する土地の所有者及び

使用権原を有する者の全員 

(3) 廃棄物処理施設の敷地境界から５０メートル以内の地域に居住する者（複数の

者が一の世帯を構成する場合には、その世帯主）の全員 

(4) 廃棄物処理施設の敷地境界から３００メートル以内の地域に居住する者（複数

の者が一の世帯を構成する場合には、その世帯主）の５分の４以上の者 

(5) 廃棄物処理施設からの排水等を放流する河川、水路等（以下「河川等」という。）

の管理者の全員 

(6) 廃棄物処理施設からの排水等を河川等に放流する場合（雨水のみを雨水排除溝

等によって排水する場合その他これに類する場合で明らかに生活環境の保全上の

支障がないと認められるときを除く。）にあっては、次に掲げる者の全員 

ア 放流地点の下流おおむね５００メートル以内の水利権者 



イ 放流地点の下流おおむね５００メートル以内の農業者等の利用者又は当該利

用者の団体の長 

(7) 廃棄物処理施設（地下浸透防止措置が講じられている施設を除く。）から５０

０メートル以内の地域からゆう出する地下水又は湧水の利用者の全員 

(8) 前各号に定める者のほか、市長が特に合意を得ることが必要であると認めた者 

２ 前項の規定による指示を受けた協議者は、合意書取得実施計画書を市長に提出し、

当該計画書の内容に即して、合意書の取得を行わなければならない。 

３ 第１項の規定による指示を受けた協議者は、当該指示を受けた日から２年以内（当

該期間によらないことについて相当の理由があると認められるときは、市長が認め

る期間内）に、取得した合意書の写しを市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項に規定する期間内に合意書の写しが提出されないときは、協議者に

対して、事前協議の打切りを通知するものとする。 

（令３告示１６６・一部改正） 

（事前協議終了等の通知） 

第１６条 市長は、第８条から前条までに規定する手続（第２２条第１項の規定によ

り同項に規定する手続の省略が行われた場合にあっては、当該手続の省略によって

省略された手続以外の手続）が終了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める書面を協議者に送付するものとする。 

(1) 廃棄物処理施設の設置等が法第８条第１項、第９条第１項、第１５条第１項又

は第１５条の２の６第１項の許可（以下「設置等許可」という。）を要するもの

である場合 事前協議終了通知書 

(2) 廃棄物処理施設の設置等が設置等許可を要しないもの（環境大臣認定施設及び

実証施設等を除く。）である場合 実施計画書提出指示書 

(3) 環境大臣認定施設又は実証施設等に係るものの設置等である場合 事前協議終

了通知書 

（平２６告示２５７・平２９告示１８・令７告示６３５・一部改正） 

（事前協議の取下げ） 

第１７条 協議者は、事前協議を取り下げる場合には、速やかに、廃棄物処理施設設

置等事前協議取下書を市長に提出しなければならない。 

第５章 設置等許可申請書等 



（平２６告示２５７・改称、令３告示１６６・一部改正） 

（設置等許可申請書の提出等） 

第１８条 協議者は、第１６条第１号の規定により、事前協議終了通知書の送付を受

けた場合は、当該送付を受けた日から２年以内に、設置等許可に係る申請書（以下

「設置等許可申請書」という。）を提出しなければならない。この場合において、

設置等許可申請書の内容は、事前協議書、見解書等の内容と整合性のとれたもので

なければならない。 

２ 協議者は、正当な理由がなく前項に規定する期間内に設置等許可申請書を提出し

なかったときは、新たに事前協議を行わなければならない。 

３ 協議者は、事前協議終了通知書の送付を受けた後、廃棄物処理施設の設置等の事

業計画を廃止したときは、速やかに、廃棄物処理施設設置等事業計画廃止届出書を

市長に提出しなければならない。 

（平２６告示２５７・令３告示１６６・一部改正） 

（実施計画書の提出等） 

第１９条 協議者は、第１６条第２号の規定により、実施計画書提出指示書の送付を

受けた場合は、当該送付を受けた日から２年以内に、実施計画書を市長に提出しな

ければならない。この場合において、実施計画書の内容は、事前協議書、見解書等

の内容と整合性のとれたものでなければならない。 

２ 実施計画書には、次に掲げる書類及び図面のうち、市長が必要と認めて指示した

ものを添付するものとする。 

(1) 事業計画に関する書類 

(2) 立地環境に関する書類及び図面 

(3) 廃棄物処理施設の構造等を明らかにする書類及び図面（実測に基づいたもので

あること。） 

(4) 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画を明らかにする書類及び図面 

(5) 処理工程図（最終処分場にあっては、跡地利用計画の概要図） 

(6) 周辺地域の生活環境の保全に関する計画を明らかにする書類及び図面（最終処

分場にあっては、法第８条第２項第８号又は第１５条第２項第８号に規定する災

害防止のための計画を含む。） 

(7) 事業計画に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 



(8) 生活環境影響調査書（生活環境影響調査の結果を記載した書類をいう。） 

(9) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、第１項に規定する期間内に協議者から実施計画書が提出されないときは、

当該協議者に対して、事前協議の打切りを通知するものとする。 

（平２３告示１２５・平２６告示２５７・令３告示１６６・一部改正） 

（実施計画書の承認等） 

第２０条 市長は、前条第１項の規定により協議者から提出された実施計画書の内容

が適当と認められるときは承認の通知を、不適当と認められるときは不承認の通知

を行うものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、協議者に対し、実施計画書の内容の変更又

は補正の指示をするものとする。 

３ 市長は、協議者が前項の指示に応じないときは、実施計画書の不承認の通知を行

うものとする。 

（平２６告示２５７・一部改正） 

（着工届） 

第２０条の２ 設置等許可を受けた者又は前条第１項の承認の通知を受けた者は、当

該設置等許可又は承認の通知に係る廃棄物処理施設の設置等の工事に着手する場合

には、あらかじめ廃棄物処理施設着工届出書を市長に提出しなければならない。 

（平２６告示２５７・追加、令３告示１６６・一部改正） 

（完成届等） 

第２０条の３ 協議者は、第２０条第１項の承認の通知を受けた場合において、廃棄

物処理施設の設置等の工事が完成したときは、廃棄物処理施設工事完成届出書を市

長に提出するとともに、市長による完成検査（施設の機能検査を含む。以下同じ。）

を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の完成検査を行った場合において、当該廃棄物処理施設が実施計画

書の内容に適合していると認めるときは、当該協議者に対し、その旨及び事前協議

の終了を書面によりを通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の完成検査を行った場合において、当該廃棄物処理施設が実施計

画書の内容に適合していないと認められるときは、当該協議者に対し、当該実施計

画書に適合させるよう指示するものとする。 



４ 第１項の規定により廃棄物処理施設工事完成届出書を提出した協議者は、同項の

完成検査に合格した後でなければ、当該廃棄物処理施設を使用してはならない。 

（平２６告示２５７・追加、平２９告示１８・令３告示１６６・一部改正） 

第６章 生活環境保全協定の締結 

（生活環境保全協定の締結） 

第２１条 協議者は、第１５条第１項各号に掲げる者等（以下「協定の相手方」とい

う。）又は市長から生活環境の保全に関する協定（以下「生活環境保全協定」とい

う。）を締結するよう求められたときは、誠実にこれに対応しなければならない。 

２ 協議者は、生活環境保全協定を締結する場合は、設置等許可申請書又は実施計画

書を提出するときまでに締結しなければならない。 

３ 協議者は、協定の相手方と生活環境保全協定を締結したときは、当該協定に係る

協定書の写しを市長に提出しなければならない。 

４ 協議者は、協定の相手方と生活環境保全協定を締結することができなかったとき

は、協定の相手方との協議経過及び生活環境保全協定を締結することができなかっ

た理由を記載した生活環境保全協定協議経過報告書を市長に提出しなければならな

い。 

（平２６告示２５７・令３告示１６６・一部改正） 

第７章 手続の省略 

（手続の省略） 

第２２条 市長は、第３章から第５章までに規定する手続の一部を省略すること（以

下「手続の省略」という。）に支障がないと認められる場合で、協議者から手続の

省略の申出があったときは、当該手続の省略を承認することができる。 

２ 前項の規定による承認を受けようとする協議者は、事前協議書の提出の際、併せ

て手続省略申出書を市長に提出しなければならない。 

３ 手続の省略の対象となる廃棄物処理施設の種類及び設置等の形態並びに省略する

ことのできる手続は、次に掲げる区分に応じ、市長が別に定める。 

(1) 施設の種類及び処理する廃棄物の種類等から、周辺地域の生活環境への影響の

程度が低く、かつ、廃棄物の減量化及び循環型社会の構築に対する有効性が高い

と認められる場合 

(2) 施設の設置場所の周辺の状況及び施設の設置等の形態等から、周辺地域の生活



環境への影響の程度が低く、かつ、廃棄物の適正処理を推進するために必要な廃

棄物処理施設の整備に寄与すると認められる場合 

(3) 他の法令等の制定又は改正により、施設の変更又は改造等が義務付けられ、か

つ、緊急の対応を要する場合 

４ 前項の規定にかかわらず、生活環境の保全上の支障が生じないと認められるとき

は、市長は、省略することのできる手続をその都度指定することができる。 

（令３告示１６６・一部改正） 

第８章 雑則 

（承継に係る協議等） 

第２３条 次に掲げる者は、あらかじめ市長と協議し、その承認を受けなければなら

ない。 

(1) 廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者 

(2) 廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の場合において、当該廃棄

物処理施設の設置者である法人の地位を承継しようとする法人 

２ 前項の規定による協議をしようとする者は、廃棄物処理施設承継協議書を市長に

提出しなければならない。 

３ 廃棄物処理施設の設置者の地位を相続により承継した者（法第９条の７第２項（法

第１５条の４において準用する場合を含む。）の規定による届出をする者を除く。）

は、相続の日から３０日以内に廃棄物処理施設承継届出書を市長に提出しなければ

ならない。 

４ 第１項の規定による協議に係る手続は、市長が別に定める。 

（平２６告示２５７・旧第２６条繰上・一部改正、平２９告示１８・令３告

示１６６・一部改正） 

 （書類の様式） 

第２４条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。 

 (1) 廃棄物処理施設設置等事前協議書 

 (2) 説明会実施計画書 

 (3) 見解書 

 (4) 合意書 

 (5) 合意書取得実施計画書 



 (6) 廃棄物処理施設設置等事前協議取下書 

 (7) 廃棄物処理施設設置等事業計画廃止届出書 

 (8) 実施計画書 

 (9) 廃棄物処理施設着工届出書 

 (10) 廃棄物処理施設工事完成届出書 

 (11) 生活環境保全協定協議経過報告書 

 (12) 手続省略申出書 

 (13) 廃棄物処理施設承継協議書 

(14) 廃棄物処理施設承継届出書 

（令３告示１６６・追加） 

（構造基準等） 

第２５条 廃棄物処理施設の構造、維持管理等に関する基準その他この規程の実施に

関し必要な事項は、別に定める。 

（平２６告示２５７・旧第２７条繰上、令３告示１６６・旧第２４条繰下） 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２５日告示第１２２号） 

この規程は、平成２２年３月２５日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日告示第１２５号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２５日告示第１５８号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第２５７号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年５月２０日告示第３６３号） 

この告示は、平成２７年５月２９日から施行する。 

附 則（平成２９年１月１６日告示第１８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日告示第１６６号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



  附 則（令和５年５月２５日告示第３６５号） 

この告示は、令和５年５月２６日から施行する。 

  附 則（令和７年１１月２１日告示第６３５号） 

この告示は、公表の日から施行する。 


